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知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

　

町
づ
く
り
に
つ
い
て
、
町
長
と
ひ

ざ
を
ま
じ
え
て
語
り
ま
し
ょ
う
。

　

「
町
長
の
出
前
座
談
会
」は
、集
落
、

団
体
か
ら
の
ご
要
望
に
応
じ
て
、
山

口
隆
之
町
長
が
出
か
け
て
い
き
、
ご

希
望
の
テ
ー
マ
で
話
し
合
い
を
す
る

も
の
で
す
。
お
気
軽
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

◆
テ
ー
マ
の
例

○
町
の
財
政
事
情
に
つ
い
て

○
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
つ
い
て

○
環
境
問
題
と
ご
み
対
策

○
介
護
予
防
事
業
に
つ
い
て 

○
食
育
を
考
え
る 

○
生
活
習
慣
病
対
策
に
つ
い
て

○
こ
れ
か
ら
の
農
業
振
興

○
町
道
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

○
山
陰
道
開
通
に
伴
う
観
光
開
発

○
地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
に
つ
い
て

○
町
税
の
あ
ら
ま
し

○
少
子
化
の
中
で
の
学
校
教
育
の
あ

り
方

○
こ
れ
か
ら
の
保
育
所
の
あ
り
方

◆
申
し
込
み
が
で
き
る
の
は
？

　

集
落
、
団
体
な
ど
（
概
ね
10
人
以

上
の
集
会
）

◆
開
催
時
間
と
会
場

　

土
日
祝
日
な
ど
時
間
帯
は
問
い
ま

せ
ん
。
ご
希
望
の
日
程
を
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

1
回
の
開
催
時
間
は
2
時
間
程
度

で
す
。
会
場
は
も
よ
り
の
集
会
所
な

ど
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
先

　

役
場
本
庁　

企
画
情
報
課

　

☎
０
８
５
9
‐
54
‐
５
２
０
２

　

FAX
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
６

　

本
庁
企
画
情
報
課
、
各
支
所
総
合

窓
口
課
の
窓
口
に
申
し
込
み
書
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の
う
え
、
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

覚
せ
い
剤
な
ど

薬
物
の
乱
用
防
止

町
長
の

出
前
座
談
会

　

薬
物
の
使
用
、
所
持
な
ど
は
法
律

に
よ
り
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

覚
せ
い
剤
や
麻
薬
な
ど
の
薬
物
を

使
用
す
れ
ば
本
人
の
精
神
や
身
体
を

ボ
ロ
ボ
ロ
に
し
ま
す
。

『
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。』

を
合
い
言
葉
に
、
私
た
ち
の
周
り
か

ら
薬
物
乱
用
防
止
の
輪
を
広
げ
、
覚

せ
い
剤
な
ど
の
薬
物
を
許
さ
な
い
社

会
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

み
な
さ
ん
か
ら
の
通
報
が
薬
物
の

な
い
社
会
に
結
び
つ
き
ま
す
。
ど
ん

な
小
さ
な
情
報
で
も
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
連
絡
先　

八
橋
警
察
署　

　

☎
０
８
５
８
‐
49
‐
０
１
１
０

広島国税局

不正ガソリン

１１０番

フリーダイヤル

（携帯・ＰＨＳ可）

０１２０－２８３－１１０

　不正ガソリンとは、正規のガソリン

にガソリン以外のもの（灯油など）を

混ぜたもので、車に悪影響があるばか

りでなく、揮発油税の脱税行為になる

恐れがあります。

◆こんなときは不正ガソリン 110 番

○ ガソリンの給油時に変なニオイ

がした

○ ガソリンを給油後、車の調子が

おかしい…

・ エンジンがかかりにくくなった

・ 排気ガスの色やニオイがおかしい

・ ノッキングするようになった

・ 加速性、馬力、燃費が悪くなった

○ ガソリンに何かを混ぜて販売し

ている

◆広島国税局　課税第二部 消費税課

　

こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働
く

方
々
の
た
め
に
、「
中
小
企
業
退
職

金
共
済
法
」
と
い
う
法
律
に
よ
り
国

が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
々
は
、
現
場
で
働
く

労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た
日
数

に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を

貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で

働
く
こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共

か
ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、
い

わ
ば
業
界
全
体
で
の
退
職
金
制
度
で

す
。

○
加
入
で
き
る
事
業
主

　

建
設
業
を
営
む
方

○
対
象
と
な
る
労
働
者

　

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

○
掛
金　

日
額
３
１
０
円

◆
特
長

◎
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、

申
し
込
み
手
続
は
簡
単
で
す
。

◎
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

◎
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
。

◎
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要

経
費
と
し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額

非
課
税
と
な
り
ま
す
。

◎
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
、
退
職
金
は

企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
建
退
共
」
に
、

退
職
金
の
試
算
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
請

求
な
ど
、
建
退
共
制
度
の
知
り
た
い

情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

建
退
共
鳥
取
支
部

　

☎
０
８
５
７
‐
24
‐
２
２
８
１


